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忘れずに納めましょう
  個人の
市民税・県民税

　令和3年度の個人市民税・県民税の納税通知書
兼決定通知書を発送します。
　市民税・県民税の課税内容や納付方法などをご
確認いただき、期限内の納付にご協力ください。

問市民税課☎︎（632）2214

普通徴収（納付書または口座振替）

　事業所得、不動産所得などの所得がある人は、市から送付する納付
書または口座振替などで納めてください。納付は、これまでの口座振
替やコンビニ納付、ペイジー納付に加え、クレジットカード納付やス
マホ納付ができるようになりました（19ページ下の記事参照）。
　なお、納税通知書兼決定通知書は、６月11日に発送予定です。

1 給与所得に関わる特別徴収
　給与支払者（会社など）が、税額を6月〜翌年5月の年12回に分け
て、毎月給与支払いの際に納税者の給与から差し引き、納税者に代わっ
て納めます。

2 年金所得に関わる特別徴収
　65歳以上の人の年金所得に関わる市民税・県民税は、年金支給時に年金
の支払者が、税額を年金から引き落とし、納税者に代わって納めます。
　なお、納税通知書兼決定通知書は、6月11日に発送予定です。

納付
方法 普通徴収 年金からの特別

徴収 全３回

納付・
徴収月

6月
(１期）

8月
(2期）10月 12月

令和4年
2月

税額

年税額の半分
の額を、2回に
分けて6・8月
に、納付書また
は口座振替な
どで納付

年税額の残り
半分の額を、
3回に分けて
10・12月、令
和4年２月に引
き落とし

納付
方法

年金からの特別徴収（引き落とし）
全6回

仮　徴　収 本　徴　収

徴収月 ４月 6月 8月 10月 12月 令和4年
2月

税額

令和2年度の
年税額の半分
の額を、3回に
分けて4・6・8
月に引き落と
し

年税額から仮
徴収税額を差
し引いた残り
の額を、3回に
分けて10・12
月、令和4年2
月に引き落とし

■令和2年度から引き続き、年金から
引き落としになる人（継続）

■令和3年度から新たに（改めて）、年
金から引き落としになる人（10月開始）

公的年金に関わる市民税・県民税の納付方法

事業所得、不動産所得などの
所得がある人

特別徴収（給与差し引きまたは年金引き落とし）

会社などで給与所得がある人

年金所得がある人

65歳未満の年金受給者の皆さんへ
（令和3年4月1日現在）

　会社などに勤務する人は原則、給与
から差し引かれます。それ以外の人は、
納付書または口座振替などで納付して
ください。なお、確定申告書や市民税・
県民税申告書で、給与以外の所得に関
わる税額について、「自分で納付」を選択
した人は、公的年金に関わる市民税・県
民税は普通徴収となります。

ID 1003657ID 1003611

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

各番号を市 のトップページで入力すると関連ページが見られます
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市民税・県民税の納税通知書兼決定通知書の
様式が変更になりました

▼変更前　製本された通知書と納付書を同封。

▼変更後　A4三つ折りの通知書と納付書を同封。

+納税通知書（冊子タイプ） 納付書

+納税通知書（A4三つ折り）
納付書
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URL1　https://koukin.f-regi.com/fc/utsunomiya_city/

　　 はい　　 いいえ

　個人市民税・県民税は、前年１年間の所得に対して、今年１月１
日に住所のある市町村で課税になります。均等な税額である「均等割」
と個人の所得に応じて課税になる「所得割」があります。
　均等割・所得割がかかるかは、下の表で確認してください。

本市に家屋敷、事業所や事
務所がある

均等割・所得割ともにかかり
ます

▼１月１日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
▼�障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計
所得金額が135万円以下

▼�扶養親族のいない人で、前年中の合計所得金額が「32万円
+10万円」以下
▼�扶養親族のいる人で、前年中の合計所得金額が「32万円×
（本人＋同一生計配偶者＋控除対象扶養親族の数＋年少扶
養親族の数）+10万円＋19万円」以下

▼�扶養親族のいない人で、前年中の総所得金額等が「35万円
+10万円」以下
▼�扶養親族のいる人で、前年中の総所得金額等が「35万円×
（本人＋同一生計配偶者＋控除対象扶養親族の数＋年少扶
養親族の数）+10万円＋32万円」以下

均等割がかかります（※）

本市への納
税義務はあ
りません

１月１日現在、本市に住んでいた

スタート

均等割・
所得割と
もにかか
りません

均等割が
かかりま
すが、所得
割はかか
りません

ご確認ください

　　市税などを便利に納付　キャッシュレス決済

クレジットカード納付
　納付サイトで、納付書の納付番号やクレジット
カード情報などを入力し、簡単に納付手続きができ
ます。なお、決済する金額に応じたシステム利用料
が別途発生します。

スマホ納付
　アプリを使って、簡単に納付手続きができます。

ID 1025663 ID 1025877

▼手続きの流れ

▼手続きの流れ

「納付書」
「クレジットカード」
を準備

「宇都宮市
納付サイト」
へアクセス

画面の案内
に沿って
入力・確認！

手続き完了！

▼ 納付できる市税　市県民税(普通徴収)、固定資産税・
都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽
自動車税(種別割)、国民健康保険税。

▼ 利用可能なクレジットカード　V
ビ ザ

ISA、M
マ ス タ ー

asterC
カ ー ド

ard、
JCB、A

ア メ リ カ ン

mericanE
エ ク ス プ レ ス

xpress、D
ダ イ ナ ー ス

inersC
ク ラ ブ

lub。
▼納付上限額　1,000万円。
▼  その他　領収証書は発行されません。また、手続き
完了から納税証明書などが交付可能にな
るまで、約１カ月かかります。詳しくは、市
または宇都宮市納付サイトURL1をご覧く

ださい。

▼ 納付できる市税　市県民税(普通徴収)、固定資産税・
都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽
自動車税(種別割)、国民健康保険税。
　詳しくは、市 をご覧ください。
▼  利用可能なアプリ　P

ペ イ ペ イ

ayPay、L
ラ イ ン

INEPay、PayB、楽
天銀行アプリ、銀行Pay、auPAY。
　詳しくは、市 をご覧ください。
▼    その他　領収証書は発行されませんので、車検な
どで利用する人は他の納付方法
をご利用ください。また、手続
き完了から納税証明書などが交
付可能になるまで、約１カ月か
かります。詳しくは、市 を
ご覧ください。

▲宇都宮市
　納付サイト

※別の市町村で市町村民税・道府県民税が課税されている人で、本市に本人や家族が住む住宅がある人や事業を行う
ための事業所や事務所がある人は、本市でごみ収集や消防・救急などの行政サービスを受けているため、市民税・県民
税の均等割が課税されます。

「納付書」を準備 アプリを起動
各アプリの
手順に従って
読み込み・確認

手続き完了！

問納税課☎︎（632）2189


